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神戸市内における新型コロナウイルス感染症患者の発生及び、 

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策について（通知） 

 

平素は、本市の福祉行政の推進にご尽力いただき、厚くお礼申し上げます。 

本日、神戸市内で新型コロナウイルス感染症患者が確認されました。 

感染症への対応につきましては、かねてより必要な対応をお願いしているところですが、市内

社会福祉施設等においては、入所者・利用者や職員はもとより、面会者や委託業者等も含めた感

染経路の遮断のほか、入所者・利用者や職員の健康管理の徹底等、改めて、感染症防止対策の徹

底に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

記 

１．各施設・居宅事業における感染防止について 

(1)職員等への対応 

・面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられるものも含めて、マスク

の着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つようにして

ください。 

・また、職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合や倦怠感がある

場合には出勤を行わないことを徹底するなど、職員の健康状態に留意してください。訪問事

業を行う職員についても同様の対応をしてください。 

・施設内で伝達する情報については委託や派遣事業者、夜間対応者等も含め施設内で勤務する

すべての職員に確実に伝わるようにしてください。 

(2)入所者・利用者への対応 

・入所者・利用者に下記①～③の症状がある場合は、『神戸市新型コロナウイルス感染症帰国者・

接触者相談センター』に電話連絡し、指示を受けてください。 

① 風邪症状や 37.5 度以上の発熱が４日以上続いている場合（解熱剤を飲み続ける必要

がある場合も含む） 

② 強い倦怠感や呼吸困難がある場合 

③ 高齢者、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患）がある場合で、上記①または②の

症状が２日程度続いている場合 

『神戸市新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センター』 

電話番号 ０７８－３２２－６８２９（毎日 24 時間） 

・上記のほか、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」（厚労省）を参考に対

応をお願いします。 



      

・なお、疑いのある入所者・利用者とその他の入所者・利用者の介護等にあたっては、可能な

限り、担当職員を分けて対応してください。 

 (3)その他 

・神戸市保健所が作成しているチラシ（下記参考資料）を施設内に掲示する等、入所者・利用

者にも周知してください。 

２．面会等について 

・面会については、感染経路の遮断という観点から、可能な限り、緊急やむを得ない場合を除

き、制限してください。少なくとも、面会者に対して、手洗い、アルコール消毒等を徹底す

るとともに、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ってください。 

・委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ま

しく、施設内に立ち入る場合についても、手洗い、アルコール消毒等を徹底するとともに、

体温を計測してもらい、発熱がある場合には入館を断ってください。 

３．行事の開催について 

・感染防止の観点から、原則として、会場の状況等を踏まえ、不特定多数の者の集う開催を自

粛してください。 

 

＜参考＞ 

○新型コロナウイルスについて（神戸市ホームページ） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html 

○神戸市保健所作成チラシ 

しっかり手を洗おう（PDF：415KB） 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/31680/tearaiposuta_1.pdf 

新型コロナウイルス感染症（PDF：360KB） 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/31680/shingatacorona_1.pdf 

○神戸市 HP（ホーム） > ビジネス > 事業者への各種案内・通知 > 障害福祉事業 > 申請・

手続き > 厚生労働省からの通知・各種様式等（事業者向け） > 新型コロナウイルス関連の

お知らせ（事業者向け） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kunituchi-

yoshiki/shogaijigyou_shinkorona.html 

 ○新型コロナウイルス感染症防止に関連する放課後等デイサービス事業所等の対応について 

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/soudangyakutai/20200228.html 

 ○「高齢者介護施設における感染症対策マニュアル 改訂版」（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf 

担当：保健福祉局障害者支援課 

TEL：322-5230 FAX：322-6065 

（具体例） 

・疑いがある入所者・利用者を原則個室に移すこと。 

・個室が足りない場合については同じ症状の人を同室とすること。 

・疑いのある入所者・利用者にケアや処置をする場合には、職員はサージカルマ

スクを着用すること。 

・罹患した入所者・利用者が部屋を出る場合はマスクをすること。 など。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/31680/tearaiposuta_1.pdf
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/31680/shingatacorona_1.pdf
https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kunituchi-yoshiki/shogaijigyou_shinkorona.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kunituchi-yoshiki/shogaijigyou_shinkorona.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/soudangyakutai/20200228.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf

